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会  議  録 

八幡市教育委員会 

開 催 日 時  平成２７年６月２６日（金曜日） 午後 ２時００分～午後 ３時００分 

場 所 文化センター３階 講習室５ 

 

出  席  者 

 堀 口  文 昭 (八幡市長)      布 目  有希子 (教育委員) 

 大 隅  久美子 (教育委員長)     橋 本  陽 生 (教育委員) 

 松 下  順 英 (職務代理者)     谷 口  正 弘 (教育長) 

 

事 務 局   

 
 

教育部長   大 東 康 之 

教育部付部長 茨 木   章 

教育部次長  北   和 人 

 

教育総務課課長   寺 村 敏 美 

教育総務課庶務係長 林   左和子 

教育総務課     大 﨑 茂 夫 

１．開 会 

 

・市長あいさつ 

 

・教育委員長あいさつ 

 

 

 

２．会議の運営について 

 

（１）会議の法的根拠について             資料１ 

 

（２）設置要領（案）及び傍聴要領（案）について    資料２．３ 

 

（３）教育大綱イメージ（案）について         資料４ 

 

 

 

 

３．八幡市の教育行政について              資料５ 
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 内  容 

 

［ 事 務 局 ］ 

 

 

［ 市  長 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 事 務 局 ］ 

 

 

［ 委 員 長 ］ 

 

 

 

１．開 会 

定刻少し前ですが、只今から平成２７年度第１回八幡市総合教育会議を開会いたし

ます。それでは、先ず市長からご挨拶を頂きたいと思います。 

〈市長のあいさつ〉 

皆さん、こんにちは。定例教育委員会の前ですけれども総合教育会議の開会にあた

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日は、大変お忙しい中、ご苦労さまでございます。ご案内の通り、この４月に地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正がございまして、これまでの教育委員

会の仕組み、また首長と教育委員会との連携強化など教育委員会制度の抜本的な改正

が行われました。 

その中で、首長が会議を招集、設置すると法律で定められておりますので、総合教

育会議を本日初めて開催させていただくことになりました。新聞紙面等の傾向を見て

おりますと、首長が教育に責任を持ってやってはどうかという、ある意味アメリカ的

な主張があったように思いますが、最終的には教育の中立性は、教育委員会が担当し

ておりますので、そういう制度そのものは維持すべきだと思っております。 

その中で、本日総合教育会議を開催させていただくことになりました。その中で、

教育長、教育委員会の組織につきましては、教育長の任期終了までの経過措置が設け

られております。 

しかし、総合教育会議及び大綱策定につきましては、今年度から策定に向けて対応

していく必要がございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

総合教育会議は、首長と教育委員会が、教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策等

について協議調整を行う場であり、両者が教育政策の方向性を共有し、一致して教育

行政を進めていくとなっておりますので、今年度は、この総合教育会議をあと２回程

度開催し、協議をしながら大綱や重要な施策などを定めてまいりたいと考えておりま

す。これまでも首長には、予算の総合調整権ということで、予算の配分については、

首長にあるということで、今まではバランスをとっております。 

教育内容については教育委員会が責任を持つ形でしたが、それを、新たな首長と教

育委員会が、教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策等について協議調整を行う場で

あり、両者が教育政策の方向性を共有し、一致して教育行政を進めたいと思っており

ます。 

本日が第１回目の会議でございますので、最初に、会議の運営についての設置要領

や傍聴要領を定めまして、次に、教育の指針であります教育大綱のイメージ案につい

て協議していただきます。他に、子どもたちのために重点的に講ずべき施策や緊急性

のあるものについても協議、調整をしていかねばなりません。 

今後とも、この総合教育会議におきまして、教育現場の課題や問題点について、忌

憚のないご意見を頂戴してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それと、事務局に聞いておりますと、教育委員会に実施のお願いをする市町と、市

長部局で実施しているところもあるのですが、教育内容に係わることが殆どなので、

市長部局の事務を教育委員会にお願いいたしました。よろしくお願いします。 

有難うございました。 

続きまして教育委員長からご挨拶を頂きたいと存じます。 

〈教育委員長あいさつ〉 

 失礼します。 

ただいま、市長からのお話、本当にありがとうございます。総合教育会議をこのよ

うに招集していただきまして、本当に深く感謝しています。 

教育委員会改革につきましては、私たちも随分長い間勉強させていただきました。 
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［ 事 務 局 ］ 

 

 

［ 市  長 ］ 

 

 

 

 

［ 事 務 局 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 市  長 ］ 

 

 

 

［ 事 務 局 ］ 

［ 市  長 ］ 

［ 委 員 長 ］ 

［ 市  長 ］ 

 

［ 事 務 局 ］ 

そして、こういう形で、教育委員会サイドで事務局を持って頂いて、非常に感謝して

おります。 

市長が、八幡市が京都府一の学力を目指すことを掲げていただきました事について、

事務局も私達も、随分色々研究し勉強させていただき、また、市長が付けていただく

心温かい予算を使わせていただいて、随分学校現場は落ち着きを取り戻してきたので

はないかなと感じております。この事は、さらに八幡市の教育が発展していけば良い

なと感じるとともに、市長の目指す京都府一の学力を持てるような子どもたちがどん

どん育つよう、私たちも日夜努力いたしておりますので、これからも、どうぞよろし

くお願いいたします。 

ご挨拶として、先ずは、沢山の教育施策に関しての温かいご配慮について感謝申し

上げる事と、この会議が第１回目を開催されました事、本当に嬉しく思っております。

生の声を教育委員がそれぞれお届けさせていただくと思いますので、その事も鑑みて

いただいて、より良い教育施策に尽力してまいりたいと思いますので、御支援のほど

よろしくお願いいたします。 

 有難うございました。 

それでは、これより議題に入りますが、会議の進行役を市長にお願いしたいと存じ

ます。市長よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に則りまして、「２ 会議の運営について」ご協議願いたいと思いま

す。お配りしております資料のとおり、（１）会議の法的根拠について（２）運営要領

(案)及び傍聴要領(案)について、(３)教育大綱イメージ(案)について、の３点となっ

ております。まず、資料１の「総合教育会議の法的根拠」について、事務局から説明

願います。 

 それでは、総合教育会議の法的根拠について、ご説明させていただきます。 

お手元の資料１をご覧下さい。上の表は、今回の地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の改正の中から抜粋いたしました総合教育会議の概要でございます。総合教

育会議は首長が設置、招集し、その会議の構成員は、首長と教育委員会であるという

ことが書かれております。 

また、協議調整する事項については、大綱を策定する事や重点施策、重大事案に係

る緊急措置についての協議調整をすると書かれております。 

また、総合教育会議は原則公開として会議録も作成し、公表する努力義務があると

いうことが書かれております。会議の運営につきましても、総合教育会議で定めると

書かれております。 

中段以降は、大綱の策定と総合教育会議に関する法律内容でございまして、大綱の

策定等には、大綱は総合教育会議で策定し、変更したときも含め、公表しなければな

らないと規定されており、総合教育会議につきましては、上の段の表の法律内容が書

かれております。 

以上でございます。 

 どうも有難うございました。 

ただいま、事務局から説明がございましたが、この件につきましてご意見、ご質問

がございますでしょうか。第１条の４（２）の緊急の場合に講ずべき措置とは、どう

いう事が入るのですか。 

 これは、恐らくいじめ等の事案についての出席停止等の措置だと解釈しております。 

 はい、有難うございました。他に何かございますか。 

 これで、良いと思います。 

 有難うございました。続いて（２）八幡市総合教育会議設置要領（案）及び傍聴要

領（案）について、説明お願いします。 

 ご説明させていただく前に、この法律において、総合教育会議の運営に関し必要な



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 市  長 ］ 
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［ 市  長 ］ 
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［ 市  長 ］ 

 

 

［ 教 育 長 ］ 

 

［ 委 員 長 ］ 

 

［ 委  員 ］ 

 

［ 委  員 ］ 

 

［ 委  員 ］ 

事項については、総合教育会議で定めることとなっておりますので、設置要領(案)と

傍聴要領(案)を提案させてもらうものでございます。 

それでは、お手元の資料２ 総合教育会議設置要領（案）についてご説明させていた

だきます。 第２条では、大綱の策定、重点施策や重大事案に係る緊急措置について、

協議調整する事項を規定しております。第３条構成員、第４条では、会議の招集方法

などについて、第５条では、学識経験者などからの意見招集が可能であること、第６

条では、会議の公開や非公開について、また第７条では、非公開とする議題を規定し

ております。第８条では、会議録の記載事項や公開方法を規定しております。以上で

ございます。 

 八幡市総合教育会議設置要領（案）について、ご質問・ご意見がございますか。 

なければ、この要領は本日付で施行いたします。 

 続いて、資料３．八幡市総合教育会議傍聴要領（案）について、説明をお願いしま

す。 

資料３．八幡市総合教育会議傍聴要領（案）について説明させていただきます。 

お手元の資料３をご覧下さい。まず第２条では、傍聴の定員や一般と報道関係者と

傍聴席を分けるということについて、第３条では、傍聴の手続きについて、第４条で

は、傍聴席に入場できない者について、第５条では、傍聴人となった時の遵守する事

項を規定しております。第６条では、会議が非公開の場合の傍聴について、第７条で

は、傍聴人がこの要領に違反した場合の措置について規定しております。 

以上が傍聴要領(案)でございます。 

 八幡市総合教育会議傍聴要領（案）について、ご質問・ご意見がございますか。 

ないようでしたら、この要領も６月２６日付で施行いたします。 

続きまして、資料４．の教育大綱イメージ（案）について説明をお願いします。 

 改正法では、地方に、その地域の実情に応じて、地方公共団体の教育・学術・文化

の振興に関する、総合的な施策の大綱を定める事が義務付けられておりますので、教

育大綱を本市のものを策定していく作業になるわけですが、今日の会議では、大まか

な、ザクッとしたイメージを図にしております。 

基本と考えておりますのは、第４次八幡市総合計画後期基本計画がベースとなって

おりまして、将来都市像、基本目標７点の内の第２点目の子育て、教育、文化芸術振

興に係わる目標、そのさらに下には、施策体系の項目で、スポーツ、文化芸術と、教

育の方は学校教育、就学前教育、青少年健全育成、生涯学習とそれぞれの取組が有り

ますので、その施策体系の項目からピックアップしたものを挙げております。 

大綱の文言、表現の中には、毎年度、学校教育及び社会教育の方針と目標を作成し

ていただいておりますので、そういう中から大綱の中に取り入れたいと考えておりま

す。今日の会議では、大きなイメージ図という事でご協議いただけたらと思います。 

 教育大綱イメージ（案）について、ご質問・ご意見がございますか。 

総体的にするのか、もう少し具体的に重点項目的に大綱を捉えるのか、という考え

はしていますが。 

 大綱として取り組む場合、大体５年というスパンで考えると、あまり細かい事を取

り組むのも難しいと思います。 

 毎年、「学校教育・社会教育の方針と目標」の詳細な見直しをしていますので、教育

大綱では年度年度の細かいところに縛られることはないと思います。 

 今、だいたい仰った方向で、細かい部分は現段階では難しいと思いますが、５ヶ年・

１０ヶ年というスパンと努力義務で、長期的によい結果が出るのかなと思います。 

 委員長が仰ったように、毎年度「学校教育・社会教育の方針と目標」の詳細の見直

しをしていますので、教育大綱では長期的な施策でいいと思います。 

この大綱では、少し大まか過ぎるのではないかなと思います。将来的には、いくつ
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かの重点項目を柱としてあげた方が、個人的には良いのかなと思います。あとは、八

幡市の学校教育においての重点をいくつか挙げられていますけれど、そういうところ

で、毎年毎年変更されると複雑になりますが、いくつかの重点項目を柱として挙げて、

当面八幡市の教育施策としては、こういう事を続けるという柱だてをして、それに相

応しい文章化をする方が、個人的には良いと思います。 

 その辺をふまえて、教育大綱の策定を進めてください。 

続きまして、３番目の八幡市の教育行政について、「平成２７年度学校教育の重点」

につきましての意見交換でございます。 

私個人的に最近感じることは、卒業式・入学式での子どもたちの歩く姿が、固いよ

うな気がします。緊張による硬さなのかどうかと思っています。歩き方は、基本中の

基本ですから、それも教えてあげないといけないのかなという気がします。余談にな

りますが、尺八の本に書いてあることですが、現代人は、江戸時代の楽曲の息が続か

ないらしいです。江戸時代当時の和服のスタイル時に、自然に身に付く呼吸法だそう

ですが、生活環境の変化で出来ない事が出てきているので、歩き方も大切だなと思い

ました。確かな学力の前に確かな体力が大事だと、ふと思いました。教育ではないけ

れども、そろそろ馬鹿にできないジャンルだと思います。 

また、議会で市長の学力観は何かと聞かれたので、ヴィゴツキーの最近接発達領域

論という、私が持っている小さな教育学概説の中で気に入っているのは、「かわいい子

には、旅をさせろ」という理論です。 

小学校４年生の生徒を、小学校６年のグループに入れました。そうすると、ついて

いける生徒と、ついていけない生徒がいる。それはどういう事か、ヴィゴツキーの最

近接発達領域論でいうと、６年生の学力を支える最近接発達領域が、６年生の学力を

支えるものがあるのかどうか、ということになるのですが、私は体験学習の必要性に

ついて、「かわいい子には、旅をさせろ」というのは、旅をさせて経験を踏まえさせる

ことです。教育の基本は、体験にあると思っていますので、体験学習を中心に取組む

べきだろうな、という主旨で答えさせていただきました。それ以後、同様の質問は無

くなりました。 

私の母は２年程城陽市の方で教員をしておりまして、算数が好きだったので、子ど

もたちに円周率をどの様に教えたかを尋ねたら、子どもたちに実際に円周と直径を測

定させて、円周率を実際に算出させました。教育のベースは、体験にあると思ってい

ますので、体験学習を中心に取り組むべきだと思います。 

学習支援員・スターディーサポート等を実施していますが、少なくとも教育現場に

は負担をかけていないわけで、物事を始めるのに教育現場に負担をかけるのと、現場

が教育委員会を穿った見方をする事があるので、極力現場に負担をかけないように緊

急雇用対策等を使いながら、現場の負担を軽減しています。    

また、市で出来る事は限界がありますし、もう一つは、地域の教育というのが結構

大きいと思っています。委員の皆様からも、この場で色々提議していただきたいと思

います。 

こういう機会ですので、各委員も色々と思いがあると思いますので、各委員の方々

にも意見を言って頂いたらと思います。 

 私も教育委員としての立場は、ちょうど今月末で３年になります。私６０歳までは、

大阪の小中学校の教員をしておりまして、枚方市で３年間嘱託的な仕事をしていまし

た。それが終わった時に八幡市から仕事の依頼があり、させていただいている仕事が、

放課後学習の仕事です。ある子どもが指示がなかなか聞けない子ですが、ある日他の

人より１級上の勉強がしたい（漢字検定・数学検定）というので、意欲をかってその

通りさせてみると毎回とても集中して学習しています。学習意欲は大きな要素です。

学力向上は全市的な課題ですが、学力調査の結果は平均点を比べるものじゃなくて、
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各学校の取り組みを振り返ることが課題だと思います。 

 教育は、「人」だなと思います。この予算を見ると人件費が殆どを占めているという

ことです。そのことに、大変努力して沢山予算を付けていただいており、改めてこの

表の内容を拝見して感じますし、その成果が出ていると思います。 

現場からすると、目先の学力にどうしても目が行きがちですが、子どもたちからす

ると、意欲がないと参加しないので、意欲が出る領域まで導かないと学習が始まらな

いため、意欲管理をどのようにするかが重要です。 

また、外国人講師の派遣や、デジタル教科書の導入等グローバル化推進へのウェイ

トの置き方や、一時的な経費の導入についても関心があります。学力京都府下ナンバ

ーワンを目指す八幡市が、どのような環境を整備するかも重要だと思います。 

 有難うございました。 

本日はこれで終了します、ごくろうさまでした。次回は、１１月に開催予定としま

すのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


